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学校での取り組みなどをご紹介 ●問い合わせ　役場学校教育課　学務係　☎096（293）3349

P
ペ ッ パ ー

epper といっしょに平和学習

1各グループがP
ペ ッ パ ー

epper
と電子黒板を使って発表
2児童がプログラミン
グした動きに合わせて
P
ペ ッ パ ー

epperが動きます3約
３年ぶりに再開した教育
の日。保護者はうれしそ
うに児童たちの発表を見
守りました。

1

2 3

健康保険課健康保険課健康保険課だよりだよりだより 「第三者行為」は役場への届出が必要です
●問い合わせ　役場健康保険課　国保・医療係　☎096（293）3114

届
出
が
な
い
と
、
加
害
者
へ
の
治
療
費
請

求
が
で
き
ま
せ
ん

　
自
動
車
事
故
な
ど
の
第
三
者
行
為
に
よ

り
ケ
ガ
や
病
気
を
し
た
と
き
の
治
療
費

は
、
本
来
、
加
害
者
が
負
担
す
る
の
が
原

則
で
す
。
し
か
し
、
加
害
者
に
支
払
い
能

力
が
な
い
場
合
や
損
害
賠
償
に
時
間
が
か

か
っ
て
し
ま
う
と
き
な
ど
に
は
、
保
険
証

を
使
っ
て
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
こ
の
場
合
、
本
来
加
害
者
が
支
払
う
べ

き
治
療
費
を
一
時
的
に
立
て
替
え
た
状
態

で
あ
る
た
め
、
そ
の
費
用
を
後
日
加
害
者

に
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
被
害
者

か
ら
の
届
出
が
な
け
れ
ば
請
求
が
で
き
な

い
た
め
、
必
ず
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
届
出
に
必
要
な
物

　
・
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
被
害
届

　
・
念
書

　
・
交
通
事
故
証
明
書

　
・
事
故
発
生
状
況
報
告
書

　
・
誓
約
書　
　
　
　
　
　
　
な
ど

ご
注
意
く
だ
さ
い

・
交
通
事
故
に
遭
っ
た
時
は
、
必
ず
警
察

　
に
連
絡
し
て「
交
通
事
故
証
明
書
」を
も　
　

ら
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
加
害
者
か
ら
治
療
費
を
受
け
取
っ
た

り
、
示
談
を
済
ま
せ
た
り
す
る
と
、
保

険
証
を
使
っ
た
医
療
を
受
け
ら
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
入
院
な
ど
で
す
ぐ
に
届
出
書
を
提
出
で

　
き
な
い
場
合
は
、
早
急
に
役
場
健
康
保 

険
課
に
電
話
を
し
て
く
だ
さ
い
。
書
類

は
、
後
日
で
き
る
だ
け
早
く
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

●
次
の
場
合
は
保
険
証
を
使
え
ま
せ
ん
。

×
通
勤
中
や
仕
事
中
の
事
故
な
ど
が
原
因

　
で
ケ
ガ
な
ど
を
し
た
場
合

　
→
労
災
保
険
が
適
用

×
治
療
を
受
け
る
人
が
無
免
許
運
転
や
飲　

　
酒
運
転
な
ど
の
法
令
に
違
反
す
る
行
為　

　
を
し
て
い
た
場
合

×
け
ん
か
に
よ
る
ケ
ガ
を
し
た
場
合
な
ど

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

に
加
入
し
て
い
る
人
が
交
通
事
故
に
あ
っ

た
時
は

①
加
害
者
の
確
認
を
す
る

　
・
相
手
の
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号

　
・
相
手
の
車
の
ナ
ン
バ
ー
、
車
検
証
、　　

　
　
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
な
ど

②
警
察
に
連
絡
す
る

　
ど
ん
な
小
さ
な
事
故
で
も
必
ず
警
察
に　

　
連
絡
し
、
交
通
事
故
証
明
書
を
も
ら
い

　
ま
し
ょ
う（
第
三
者
行
為
の
届
出
に
必

　
要
で
す
）。

③
病
院
を
受
診
す
る

　
ど
ん
な
に
軽
い
ケ
ガ
で
も
必
ず
病
院
を　

　
受
診
し
、
医
師
の
診
察
を
受
け
ま
し
ょ

　
う
。
受
診
の
際
に
は
、
第
三
者
行
為
に

　
よ
る
ケ
ガ
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
く
だ

　
さ
い
。

④
役
場
に
連
絡
す
る

　
で
き
る
だ
け
早
く
連
絡
し
、
第
三
者
行　

　
為
に
よ
る
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
第
三
者
行
為
に
該
当
す
る
か
分
か
ら
な　

　
い
時
は
、
役
場
健
康
保
険
課
に
お
問
い

　
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

交
通
事
故
に
あ
っ
た
時
や
他
人
の
飼
い
犬

に
噛
ま
れ
た
時
な
ど

　
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
に
加
入
し
て
い
る
人
が
交
通
事
故
な
ど

第
三
者
の
行
為
に
よ
る
ケ
ガ
や
病
気
に

な
っ
た
場
合
、
原
則
と
し
て
、
保
険
証
を

使
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。し
か
し
、

届
出
を
す
る
こ
と
で
保
険
証
を
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
必
ず
役
場
健
康
保
険

課
に
連
絡
し
て
、「
第
三
者
の
行
為
に
よ

る
被
害
届
」な
ど
の
書
類
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
必
要
な
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

第
三
者
行
為
に
よ
る
ケ
ガ
や
病
気
と
は

　
次
の
よ
う
な
場
合
が「
第
三
者
行
為
」に

当
た
り
ま
す
。

・
自
動
車
、
バ
イ
ク
、
自
転
車
な
ど
の
交

　
通
事
故

・
不
当
な
暴
力
な
ど
に
よ
る
ケ
ガ

・
他
人
の
ペ
ッ
ト
な
ど
に
よ
る
ケ
ガ

・
飲
食
店
な
ど
で
の
食
中
毒

・
ゴ
ル
フ
で
の
他
人
の
打
球
に
よ
る
ケ
ガ

・
ス
キ
ー
場
で
の
接
触
事
故

・
他
者
が
所
有
す
る
建
物
で
の
設
備
に
欠　

　
陥
な
ど
に
よ
る
事
故

子育てカフェ（月1回、無料・要予約）

役場子育て支援課子育て支援係
            ☎096（293）5981

日時

場所

協力

保健師や児童発達の専門家などが
対応します。お気軽に！

※駐車場は役場もご利用ください。
※状況により、電話相談または中止する
　場合があります。

２月９日㈭
10:00～12:00
まちづくり交流センター
NPO法人
ペアレントネットワーク

44

子育てイベント
カレンダーで
最新情報を
ゲットしよう！

～家の中の思わぬ危険～
乳幼児のやけど事故にご注意を！

寒
く
な
る
と
子
ど

も
の
や
け
ど
が
増

え
る
と
い
う
し
、

心
配
…
。

子
ど
も
は
好
奇
心
い
っ

ぱ
い
だ
か
ら
、
大
人
が

注
意
し
な
い
と
ね
。

すぐに10分以上冷やす。刺激をさけ、容
器にためた水などを使う。服の上から熱
湯がかかった場合、脱がさず、服の上か
ら冷やす。

・熱い器具や蒸気で
　やけど
　ストーブ類、アイロン、
　電気ポット、炊飯器など
・お湯
　カップ麺、高温の飲み物・食べ物
・長時間使用で低温やけどに注意
　電気あんか、湯たんぽ、電気カーペット、
使い捨てカイロ

・全身の広い範囲・顔⾯など：すぐに救急車を呼ぶ
・片足・片腕以上：救急車を呼ぶか、至急病院受診
・手のひら以上、水ぶくれなど：潰さず、病院受診
※低温やけどは見た目より重傷の場合がある
　ので注意。

やけどの事故もしも、やけどしたときは

安全対策のポイント
・手が届かないように
　高熱の暖房器具は安全柵で囲い、熱い器具は
子どもの手の届かないところに

・幼児対策商品
　ポットやケトル、炊飯器は、転倒流水防止機
能や蒸気レスを

・わすれないで！
　子どもが寝たら、
　あんか類は取り出し、
　電気カーペットは
　電源オフに

やけどの範囲と対応

　大津小学校の 6年生による平和学習は、昨年12月14
日に開催され、多くの保護者が参観し、子どもたちの発
表を見守りました。
　この日は、約３年ぶりに⼀部再開された教育の日でも
あり、6年 1組の授業では、各班が学習した平和学習に
関する問題を自分たちでプログラミングを行って、人型
ロボットである P

ペ ッ パ ー

epper に発表してもらいました。これ
は、町がソフトバンクとの連携協定の⼀環として学校と
取り組んだもので、P

ペ ッ パ ー

epper を活用したプログラミング
の授業に、児童たちは⼀生懸命取り組み、素晴らしい発
表となりました。

「子どもの事故防止ハンドブック」（消費者庁）
０歳から６歳の子どもに、予期せず起こりやすい事故とその予防法、
もしもの時の対処法のポイントをまとめたものです。
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